
新たな制度による総合評価落札方式（特別簡易型）入札の実施について 

 

壱岐市ではこれまで、「総合評価落札方式（特別簡易型）（以下、総合評価という。）」において

最低制限価格制度を適用してきましたが、国等からの通知により、総合評価の性質上「適用でき

ない」とされたため、今後当分の間、総合評価の入札に限り、新たな制度（履行確実性評価方式）

により試行実施いたします。 

実施につきましては、概ね、長崎県の制度を準用して実施いたしますので、入札参加業者各位

におかれましては、制度に関するご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１．履行確実性評価方式について 

従来の最低制限価格による入札とは異なり、入札参加者の入札価格が履行確実性確保価格（予

定価格×90％）を下回った場合においても失格とはならず、履行確実性が低下するとして、算

出式により評価値に反映させる方式です。 

 

《 主な内容 》 

（１）総合評価に限り、本方式で実施します。（それ以外は従来どおり） 

（２）履行確実性確保価格を下回っても、評価値が低下するのみで、「失格」とはなりません。 

（３）算出式のみにより、評価値を求める方法です。 

（４）入札参加者の提出書類は従来どおりです。 

（５）入札後の書類審査及びヒアリング等もありません。 

 

２．従来方式との相違点 

項目 従来方式 履行確実性評価方式 

予定価格 非公表 事前公表 

最低制限価格 （ランダム）90.00～90.99％  

失格 有 無 

履行確実性確保価格  （固定）予定価格×90％ 

履行確実性評価価格  
予定価格×90～92％の範囲 

※現在の最低制限価格と同じ計算方法による 

 

３．適用開始日 

令和２年６月１日以降に公告する総合評価による入札案件に適用します。 

 

４．その他 

制度に関する要綱、要領及び様式などについては、壱岐市ホームページでご案内しています。 

 

 



予定価格 100,000,000
履行確実性評価価格 92,000,000
履行確実性確保価格 90,000,000

入札結果一覧表
業者名 入札額 標準点 加算点 評価値 結果 算出式

A社 94,000,000 100 4.3 110.957 ①
B社 92,000,000 100 4.2 113.260 落　札 ②
C社 89,000,000 100 4.1 111.935 ③

総合評価落札方式における新しい評価値算出方法について 

 

【従来】最低制限価格方式における評価値算出式 

 
※最低制限価格を下回った価格をもって応札したものは失格とする。 

 

 

 

【新】履行確実性価格方式における評価値算出式 

 

 

 

 

 

 

※ 低い入札額でも、応札金額だけでは失格とせず、金額に応じて評価を低減する。 

 

◇履行確実性評価方式における評価値算出式 

①入札価格が「履行確実性評価価格」以上の場合 

評価値 ＝ 
標準点＋加算点 

× 100,000,000 
入札価格 

 
② 入札価格が「履行確実性確保価格」以上「履行確実性評価価格」未満の場合 

評価値 ＝ 
標準点＋加算点 

× 100,000,000 
履行確実性評価価格 

 
③ 入札価格が「履行確実性確保価格」未満の場合 

評価値 ＝ 
標準点＋加算点 

× 100,000,000 
履行確実性評価価格＋（履行確実性確保価格－入札価格） 

予定価格 100,000,000
最低制限価格 92,000,000

入札結果一覧表
業者名 入札額 標準点 加算点 評価値 結果 算出式

A社 94,000,000 100 4.3 110.957
B社 92,000,000 100 4.2 113.260 落　札
C社 89,000,000 100 4.1 116.966 失　格

下記①と同じ



予定価格 100,000,000
履行確実性評価価格 92,000,000
履行確実性確保価格 90,000,000

入札結果一覧表
業者名 入札額 標準点 加算点 評価値 結果 算出式

A社 94,000,000 100 4.3 110.957 ①
B社 92,000,000 100 4.2 113.260 落　札 ②
C社 89,000,000 100 4.1 111.935 ③

①入札価格が「履行確実性評価価格」以上の場合

② 入札価格が「履行確実性確保価格」以上「履行確実性評価価格」未満の場合

③ 入札価格が「履行確実性確保価格」未満の場合

× 100,000,000
入札価格

標準点＋加算点
＝

× 100,000,000
履行確実性評価価格＋（履行確実性確保価格－入札価格）

標準点＋加算点

評価値 ＝
標準点＋加算点

× 100,000,000
履行確実性評価価格

A社

B社

C社 評価値 ＝

評価値

← → 評価値

入札価格（百万円）

111.5
111.0

112.0

範囲
115.5
115.0
114.5
114.0
113.5
113.0
112.5

110.5
94.0 93.0 92.0 91.0 90.0 89.0 88.0

履行確実性評価価
格
※現在の最低制限
価格と同じ計算方
法（予定価格×90
～92％の範囲）

A社 110.957

94,000,000円

B社 113.260

92,000,000円

C社 111.935

89,000,000円

落札

入札価格が履行確実性
確保価格を下回れば、
評価値は下がります。

入札価格が履行
確実性評価価格
から確保価格の
範囲であれば評
価値は一定です。

入札価格が低くなれば評
価値が上昇していきます。

履行確実性確保価格
（予定価格×90％）固定

(1) 直接工事費 × １０分の９．７

(2) 共通仮設費 × １０分の９

(3) 現場管理費 × １０分の９

(4) 一般管理費 × １０分の５．５

（１）＋（２）＋（３）＋（４） ＝ 最低制限価格（千円未満切り捨て）

下記により算出した額を最低制限価格（消費税及び地方消費税を除く。）と
するが、その額が予定価格の９０％に満たないときは予定価格の９０％、予
定価格の９２％を超えるときは予定価格の９２％とする。

【別紙１】 履行確実性評価方式について（具体事例）   長崎県参考 

 
 


